
（１）要配慮者利用施設に係る記載の追加

≪本市の基準≫

習志野市地域防災計画の一部修正(案)

社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を要する者が利用する施設

要配慮者施設とは

土砂災害警戒区域内に建物が存在すること

≪本市の基準≫

浸水想定区域内に建物が存在し、
想定浸水深0.5m以上かつ
24時間利用者がいる有床施設であること

基準に該当する施設の名称、住所
を地域防災計画に記載

施設管理者等の義務

① 避難確保計画の作成
② 避難訓練の実施・報告

修正理由：「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正に基づき、本市の基準を作成したため。
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（２）地区対策支部職員及び避難所配備職員の人数変更

（３）避難所の追加

地区対策支部 避難所

配備職員
３人

配備職員
４人

地区対策支部 避難所

配備職員
３人

配備職員
４人

袖ケ浦体育館
（袖ケ浦５丁目）

地域住民からの認知度が高く、収容人数も大きいことから、
新たに補助避難所として指定する。

修正理由：避難所運営において配備職員の人数の見直しを行うため。
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（４）その他の修正

総則編～大規模事故編

修正項目 修正内容

被害想定等の追加及び変更 令和４年度習志野市防災アセスメント調査結果の反映

災害対策業務等の変更 各部局から集約した意見の反映

その他文言整理 実情に即した文言に修正

資料編

修正項目 修正内容

施設、組織の新設、変更等 施設、組織等の新設、閉鎖、変更の反映

土砂災害警戒区域等の追加 土砂災害警戒区域等の指定の反映

救助に係る費用限度額の変更 災害救助法等の改正に基づく金額変更

災害時応援協定の追加
新たに締結した協定の反映
※次項の一覧表参照
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協定名称 相手
締結
年月日

内容

災害時における行政界周辺
道路の展開に関する覚書

千葉市他8市 R4.3.31
災害時における行政界
周辺道路の展開

災害時における物資の
供給協力に関する協定

(株)レンティ R5.8.2 寝具等の物資の供給

災害情報の放送に関する協定 (株)ベイエフエム R5.9.11
ＦＭラジオ局を利用した
災害情報の放送

習志野市災害ボランティアセン
ター等の設置及び運営に関す
る協定

社会福祉法人
習志野市
社会福祉協議会

R5.10.26
災害ボランティアセンター
の設置、運営及び費用
負担等

新規締結協定一覧表
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